
令和6年4月1日改定

短期入所生活介護サービス
◎利用料金

    ①　施設利用料金

2割負担 3割負担

1,206円/日 1,809円/日

1,344円/日 2,016円/日

1,490円/日 2,235円/日

1,630円/日 2,445円/日

1,768円/日 2,652円/日

    ②　加算料金等 1割負担 2割負担 3割負担
・送迎加算（片道）（送迎実施地域は大村市） １８４円/回 368円/回 552円/回

　８円/食 16円/食 24円/食

・夜勤職員配置加算　 １３円/日 26円/日 39円/日

２２円/日 44円/日 66円/日

　　　４円/日 8円/日 12円/日
　８円/日 16円/日 24円/日

１２円/日 24円/日 36円/日

・個別機能訓練加算　 ５６円/日 112円/日 168円/日
・若年性認知症利用者受入加算　　　　 １２０円/日 240円/日 360円/日
・認知症行動・心理症状緊急対応加算　 ２００円/日 400円/日 600円/日
・緊急短期入所受入加算　 ９０円/日 180円/日 270円/日
・医療連携強化加算　　　 　５８円/日 116円/日 174円/日

・介護職員等処遇改善加算　R6.6～（介護サービス費(その他の料金除く）の9.0％の額）

（２）その他の料金（１日あたり）
①　食費・滞在費等

従来型個室 多床室

３００円 ３２０円 ０円

６００円 ４２０円 ３７０円

１，０００円 ８２０円 ３７０円

１，３００円 ８２０円 ３７０円

１，４４５円 １，１７１円 ８５５円

　　　   　・個室    　５００円（消費税別）

要介護２ ６７２円/日

（１）基本料金（被爆者健康手帳、生活保護受給の方は公費負担です。）
　　　介護保険制度では、要介護認定による要介護度・お部屋によって利用料が異なります。
　　　介護保険負担割合証に記載されている利用者負担の割合に応じてお支払して頂きます。

≪従来型個室≫（個室）
≪多床室≫   （3人室） 1割負担

要介護１ ６０３円/日

要介護３ ７４５円/日

要介護４ ８１５円/日

要介護５ ８８４円/日

第３段階②（市町村民税世帯非課税、合計所
得金額と公的年金収入が120万円超の方)

第４段階（上記以外の方）

食費（朝食：360円　昼食：550円　夕食：535円）/日

第３段階①（市町村民税世帯非課税、合計所
得金額と公的年金収入が80万円超120万円以下

・療養食加算
(糖尿病食・腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、
膵臓病食、脂質異常食、痛風食及び特別な場合の検査
食)

・サービス提供体制強化加算
(介護福祉士80％以上)

・看護体制加算(Ⅰ)(常勤の看護師を１名以上配置)

・看護体制加算(Ⅱ)(勤務体制の確保)

・機能訓練体制加算
(理学療法士･作業療法士･看護師等配置)

負担段階 食費
滞在費

第１段階（市町村民税世帯非課税､
老齢福祉年金受給者・生活保護受給者）
第２段階（市町村民税世帯非課税、
合計所得金額と公的年金収入が80万円以下の

　　  ②　日用品費　   １５０円 (歯ブラシ,歯磨き粉,ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ,ｼｬﾝﾌﾟｰ,ﾘﾝｽ,ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ,
                                  髭剃り用かみそり,入れ歯洗浄剤･粘着剤　等)

  　  ③　教養娯楽費　　　　　　実費
      ④  特別な室料


